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21  特許・実用新案  令和３年度 問題１ 
  

 
 
 
 

   
   

 
 特許法第 29 条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第 39 条（先

願）に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、

国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変

更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放

棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正も

されておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新

案登録出願についても、同様とする。 

 

１ 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載し

た特許出願Ａをし、その後、出願Ａは出願公開された。乙は、自らがした

発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Ａの出願の日後であって出願

Ａの出願公開前に、特許出願Ｂをした。この場合、出願Ｂの出願人が、乙

から甲へ名義変更されれば、出願Ｂ及び出願Ａの出願人が同一となるか

ら、出願Ｂは出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されるこ

とはない。 

２ 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Ａをした。乙は、

出願Ａと同日に、特許請求の範囲に発明イ、及び発明イと同一でない発明

ロが記載された特許出願Ｂをした。その後、特許庁長官から、甲及び乙に

協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし、甲及び乙は

協議をすることなく、乙は、出願Ｂの特許請求の範囲の記載から発明イを

削除して発明ロのみとする補正をし、甲及び乙は協議の結果の届出を提出

しなかった。この場合、協議が成立しなかったものとみなされるから、出

願Ａ及び出願Ｂは、いずれも特許法第 39 条第２項の規定により拒絶され

る。 

３ 甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載し

た特許出願Ａをし、その後、出願Ａは出願公開された。乙は、自らがした

発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Ａの出願公開後に、特許出願

Ｂをした。この場合、出願Ｂは、出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願

として拒絶される。 

４ 甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Ａをした日の後、乙が

特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Ｂをした。出願Ａについて

は、出願公開がされることなく、また、特許請求の範囲が補正されること

なく、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、出願Ｂが審査される場

合、特許請求の範囲に発明イが記載された出願Ａの拒絶をすべき旨の査定
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が確定していることにより、出願Ａをした日の後に出願された出願Ｂも、

出願Ａを先願として特許法第 39 条第１項の規定により拒絶される。 

５ 甲は、自らがした考案イを、実用新案登録請求の範囲、明細書又は図面

に記載した実用新案登録出願Ａをした後、出願Ａを特許出願Ｂに変更し

た。出願Ａについて実用新案掲載公報は発行されなかった。出願Ｂの特許

請求の範囲、明細書又は図面には、考案イと同一である発明イが記載され

ており、出願Ｂは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求

の範囲に記載して、出願Ａの出願の日後であって出願Ｂへの変更前に、特

許出願Ｃをした。この場合、出願Ｃは出願Ａ又は出願Ｂをいわゆる拡大さ

れた範囲の先願として拒絶されることはない。 
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21  特許・実用新案  29 条の２・39 条  ５ 

 

１ × 
  29 条の２ただし書 
  出願人同一により、29 条の２の規定を免れるには、後願の出願時に、
先願と後願の出願人が同一でなければならない。出願後に乙から甲へ名義
変更された場合は、29 条の２が適用される。 

２ × 
  39 条 1 項２項、17 条の２第１項 
 特許請求の範囲について補正した場合（17 条の２第 1 項）、その効果とし
て、はじめから補正されていたものとみなされる。そうすると、特許出願
Ａと特許出願Ｂは同一の発明でなくなるため、いずれの特許出願について
も拒絶されることはない。 

３ × 
  29 条１項３号 
  出願Ａの出願公開後に出願した、同一発明の出願Ｂは 29 条１項３号で
拒絶される。 

４ × 
  39 条５項 
  拒絶査定が確定した特許出願には、先願の地位はない。出願Ｂは、出願
Ａを先願として特許法第 39 条１項の規定により拒絶されることはない。 

５ 〇 
  29 条の２、46 条６項で準用する 44 条２項 
  実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更するこ
とができ（46 条 1 項）、このとき、もとの実用新案登録出願は取り下げた
ものとみなされる（46 条 4 項）。他方で、この出願の変更がされた場合
は、46 条 6 項によって 44 条 2 項が準用され、変更された特許出願は、原
則として、もとの実用新案登録出願のときに出願したものとみなされる。
しかし、44 条 2 項ただし書きによれば、変更された特許出願が 29 条の 2
に規定する他の特許出願に該当する場合は44条2項本文が準用されない。 

  よって、本件の出願Ａは取り下げられたものとみなされ、出願Ｃとの関
係で 29 条の２の「他の特許出願」に該当する出願Ｂは出願Ａの時に出願
されたものとはみなされないため、出願Ｃは出願Ａ又は出願Ｂをいわゆる
拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。 

 
  
  




